
司法試験委員会会議（第２００回）議事要旨 

（司法試験委員会庶務担当） 

１ 日時 

  令和８年６月１０日（水）１５：３０～１６：００ 

 

２ 場所 

法務省司法試験考査委員室 

 

３ 出席者 

○ 司法試験委員会 

 （委員長）神作裕之 

（委 員）太田秀哉、川出敏裕、佐久間佳枝、高橋美保、富所浩介、細田啓介（敬称略） 

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課） 

吉田利広試験管理官、熊澤啓介人事課付 

 

４ 議題 

⑴ 令和８年司法試験及び司法試験予備試験の受験特別措置について（協議） 

⑵ 令和８年司法試験の受験予定者数及び司法試験予備試験の出願状況について（報告） 

⑶ 司法試験等ＣＢＴシステムを使用して行う採点業務において遵守すべき事項について

（協議） 

⑷ 書面等による議決について（報告） 

⑸ その他（次回開催予定等） 

 

５ 資料 

  資料１ 令和８年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員推薦候補者名簿（１３

名） 

  資料２ 令和８年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員推薦候補者名簿（６名） 

  資料３ 令和８年司法試験の試験会場 

  資料４ 令和８年司法試験予備試験の試験会場 

  資料５ 司法試験考査委員候補者選定等部会委員名簿 

 

６ 議事等 

⑴ 令和８年司法試験及び司法試験予備試験の受験特別措置について（協議） 

  ○ 事務局から、令和８年司法試験及び司法試験予備試験における受験特別措置の申出に

ついて説明があり、協議の結果、視覚障害又は肢体障害等のある受験者に対し、試験時

間の延長等の措置を講じることが決定された。 

⑵ 令和８年司法試験の受験予定者数及び司法試験予備試験の出願状況について（報告） 

 ○ 事務局から、令和８年司法試験の受験予定者数及び司法試験予備試験の出願状況につ

いて報告された。 

⑶ 司法試験等ＣＢＴシステムを使用して行う採点業務において遵守すべき事項について

（協議） 

 ○ 司法試験等ＣＢＴシステムを使用して行う採点業務において遵守すべき事項について



協議がなされた。 

⑷ 書面等による議決について（報告） 

 ○ 委員長から、司法試験委員会議事細則第６条第１項に基づき、書面等により各委員か

ら意見を徴した結果、以下のとおり決定され、委員会の議決としたことが報告された。 

・ 令和８年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員として資料１の者を法務

大臣に推薦することについて了承され、本年４月７日付け委員会の議決としたこと 

これに関し、事務局から、推薦された者が本年４月１７日付けで任命されたことが

報告された。 

・ 令和８年司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員として資料２の者を法務

大臣に推薦することについて了承され、本年４月１６日付け委員会の議決としたこと 

これに関し、事務局から、推薦された者が本年４月２４日付けで任命されたことが

報告された。 

・ 令和８年司法試験及び司法試験予備試験の実施について、司法試験法第７条に基づ

く令和８年司法試験及び司法試験予備試験の場所の公告は、資料３及び４のとおりと

することが了承され、本年４月２４日付け委員会の議決としたこと 

  ・ 司法試験考査委員候補者選定等部会委員の選任について、資料５記載の者を選任す

ることが決定され、本年５月１４日付け委員会の議決としたこと 

    これに関し、事務局から、選任された者が本年６月８日付けで任命されたことが報

告された。 

⑸ その他（次回開催予定等） 

○ 次回の司法試験委員会は、令和８年８月５日（水）に開催することが確認された。 

（以上） 


